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１	 本件住民訴訟の審理における判断の枠組み
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２	 河川法６３条にいう「著しい利益」の内容

他の都府県が一般的に受ける利益を超える特別の利益
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主要なものに限らず河川整備の計画の全体

像

河道整備がされる可能性が皆

無ではない 将来の河道整備を考慮す

ることが直ちに不合理であるとはいえない
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３	 東京都の受益の存否に関する控訴人の主張予定と、国土交通省を参加させる必

要性

八ッ場ダムの洪水調節便益計算は全くの仮想の計算であるので、著しい利益

は不存在
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４	 調査嘱託に対する関東地整の虚偽回答について国交省に釈明を求める	 
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５	 まとめ
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